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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年３月２２日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年１１月２２日 １５時２０分ごろ 

発生場所 
 

山口県下関市蓋
ふた

井
おい

島西方沖 

蓋井島灯台から真方位２７６°７.５海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°０６.６′ 東経１３０°３８.０′） 

事故調査の経過  平成２３年１１月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 押船 明
みょう

神
じん

丸、１６８トン 

   １３２２８２、内田建設株式会社 

   ３１.００ｍ×１０.００ｍ×７.００ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成４年１月２０日 

Ｂ バージ みょうじん、約５,９９６トン 

   なし、内田建設株式会社 

   １１７.９３ｍ×２０.００ｍ×９.００ｍ、鋼 

   機関なし、平成４年（建造） 

Ｃ 漁船 征
せい

幸
こう

丸、７.３トン 

   ＦＯ２－６３３０（漁船登録番号）、個人所有 

   １３.００ｍ（Lr）×３.２８ｍ×０.９８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１２０、平成５年７月２日 

Ｄ 漁船、４.８トン 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５６歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和６０年７月１１日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２２年６月２日 

    免状有効期間満了日 平成２７年７月１０日 

Ｃ 船長Ｃ 男性 ６２歳          

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６１年３月７日 

    免許証交付日 平成２２年９月６日 

            （平成２８年３月６日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｃ 死亡 １人（船長Ｃ） 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 右舷外板中央部に擦過傷、ハンドレールの一部が脱落 
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 Ｃ 船首部を大破 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａほか６人が乗り組み、無人のＢ船船尾凹部にＡ船の船首

部を結合してＡ船押船列を構成し、船長Ａが単独で船橋当直に就き、蓋井

島西方沖の海砂採取区域から関門海峡に向け、針路１１０°（真方位、以

下同じ。）及び速力（対地速力、以下同じ。）約６ノット（kn）で自動操舵

により航行した。 

船長Ａは、右舷前方から接近する３隻（Ｃ船及びＤ船を含む。）の漁船を

視認し、そのうちＤ船及び他の１隻が針路を左に変えてＡ船の船尾方に向

けたように見えたので、Ｃ船もＡ船押船列の船尾方を通過してくれるもの

と思った。 

船長Ａは、その後、Ｃ船が右舷前方４００ｍ付近に接近したことに気付

いて衝突の危険を感じ、左舵約７０°を取って左に回頭を始めたが、平成

２３年１１月２２日１５時２０分ごろ蓋井島西方沖において、Ｂ船の右舷

中央部とＣ船とが衝突した。 

 Ｃ船は、船長Ｃが１人で乗り組み、僚船のＤ船と共にいか釣り漁を行う

ために福岡県北九州市脇
わい

田
た

漁港を出港し、同漁港北西方約２０Ｍの漁場に

向かった。 

Ｃ船は、Ｄ船の後方を航行中、Ｂ船と衝突した。 

Ｃ船は、衝突後に右旋回しながら航行を続け、船首部の損傷部から浸水

して転覆した。 

Ｄ船は、針路約３３５～３３６°及び速力約１１kn で航行中、右舷前方

から接近する漁船が１隻いたので、速力を２０数 kn まで上げて同漁船の船

首方を通過したのち速力を１１kn に減速し、同じ針路でＡ船押船列の船尾

方を通過したが、この頃、Ｄ船の後方を航行中のＣ船との距離が約１Ｍに

開いた。 

Ｄ船は、同じ針路で航行中、１.５Ｍレンジとしたレーダーの画面にＣ船

の映像が映らなくなったので後方を確認したところ、Ａ船押船列付近で旋

回しているＣ船を認めた。 

Ｄ船は、Ｃ船を無線で呼んだが応答がなかったので直ちに反転し、無線

でＣ船を呼び続けながらＣ船に向かった。 

船長Ａは、衝突後、Ｃ船が旋回しており、操舵室に人影が認められなか

ったので、Ｂ船に搭載している伝馬船を降下して救助に当たったが、伝馬

船がＣ船に接舷する前にＣ船が左舷側に傾斜して転覆した。 

船長Ｃは、Ｄ船のＣ船に対する無線での呼び掛けを付近で聞いていた僚

船の潜水士により、１６時４５分ごろ転覆したＣ船の操舵室内から救出さ

れ、巡視艇及びヘリコプターによって病院に搬送されたが、死亡が確認さ

れ、死因は溺水であると検案された。 

転覆したＣ船は、僚船により脇田漁港にえい
．．

航された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 船長Ｃの右目上部の額部には、切り傷があった。 

Ａ船押船列は、Ａ船の船首部とＢ船船尾の凹部とを油圧ジャッキで結合

して一体型プッシャーバージを構成し、Ｂ船は、海砂約５,０００ｍ3 を積

載しており、喫水は、船首約７.６ｍ、船尾約７.８ｍであった。 

Ａ船は、汽笛を鳴らさなかった。 
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 Ｃ船は、２２日０６時００分ごろ脇田漁港を出港して漁を行い、午前中

に帰港して昼食をとったのち、出港した。Ｃ船の出港時の喫水は、船首約

０.５ｍ、船尾約１.５ｍであった。 

船長Ｃは、救命胴衣を着用していなかったが、潜水漁も行っていたこと

から、泳ぎは上手であった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与

気象・海象の関与 

判明した事項の解析

あり 

なし 

なし 

 Ａ船押船列は、蓋井島西方沖を東南東進中、船長

Ａが、右舷前方から接近する漁船３隻を視認した

が、Ｃ船の前方を航行していた２隻が針路を左に変

えてＡ船押船列の船尾方に向けたように見えたの

で、Ｃ船も針路を左に変えてＡ船押船列の船尾方を

通過するものと思い込み、Ｃ船に対する適切な見張

りを行っていなかったことから、Ｃ船が針路を変え

ずに接近していることに気付かず、続航してＢ船と

Ｃ船とが衝突したものと考えられる。 

Ｃ船は、蓋井島西方沖を北西進中、Ａ船押船列の

Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｃは、Ａ船押船列に接近していることに気付

かなかった可能性があると考えられるが、船長Ｃが

死亡したため、衝突に至った状況を明らかにするこ

とはできなかった。 

船長Ｃは、衝突の衝撃により頭部を打撲して意識

を失い、Ｃ船が転覆した際に操舵室に閉じ込めら

れ、同室から脱出することができずに溺水した可能

性があると考えられるが、溺水に至った状況を明ら

かにすることはできなかった。 

原因  本事故は、蓋井島西方沖において、Ａ船押船列が東南東進中、Ｃ船が北

西進中、Ａ船押船列のＢ船とＣ船とが衝突したことにより発生したものと

考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、次の

ことが考えられる。 

 ・常時適切な見張りを行い、接近する他の船舶を認めた場合には、当該

他の船舶との衝突のおそれについて判断し、衝突を避けるための動作

をとるときは、できる限り、十分に余裕のある時期に、ためらわずに

動作をとること。 

 ・汽笛を有効に活用すること。 

 ・救命胴衣を着用すること。 

 




